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声り

農村地域における地域

開発に関する覚書(1 ) 

山 本 f彦

( 1 ) 

農村地域(ここでは一応，利用司能な土地の大部分が農業的に手IJf司されてお

り，そこに居往している世帯数の過半が農家一一ーその経済的性格は多様である

とはいえ一ーである地域と定義しておこう)どおいて，現在さまざまな形態で

の地誠毘発が進められつつある。出による大規模な工業開発(だとえば青森県

むつ小川原地域の開発や茨城県鹿島灘沿岸の開発)をはじめ各府県での工業同

地の造成，在宅公団等によるニュータウン建設，さるに民間デベロパーによる

大小さまざまの住宅用地，セカンドハウス建設， リクワエーションエリアの造

成等々，おそちく現在ほど農村地域が急激にその設相を変貌させつつある時期

はかつてなかったといってもよいであろう。

しかしこれらの現在進行しつつある開発プロシいェクトに共通してみられるこ

とは，それが，第一義的には工業ないしは都市開かちの要請に基づくものであ

って，地域在民の立場←一ーその大多数は農家の世帯員である一一一，および地域

農業については，ほとんと、配虐;が払われていないことである。あるいは，形式

的には配慮が払われているようにみえる場合でも，工業北計両，都市化計画が

まず至上命題として与えられ，地域往誌の生活あるいは襲業に対する計画は，

工業化・都市北計画に従属するものとして，d)るい!j:農民に対する単なる補讃

措置としてとりあげられているにすぎない。多くの大規模開発プロジェクト

が，実抱段階においてしばしば地域住民との間のフ 1)クション，持iこは詑民運動
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による抵抗を生じたり，まだ実施後において地域住民の経済・社会生活面でのマ

イナス効果および地域農業への薮壊効果をもたるしていることは，先に述べナこ

開発プロジェクトの理念、そのものに問題があるといわなければならない。すな

わちi司民経済的見地といった合言葉のもとに，経済合理性ないしは効率性を基

準とする経済的資源の最適配置の理念が最優先され，一一ーさら;乙資本lこよる

利潤追求の理念がそれに加わるー十一地域住民の福祉，地域における各産業開の

調和的な発展，望ましい地域社会(コミュニティ)の為り万，地域の白黙的，

文化的環境の諒全といった要問はいちじるしく軽課されていたのである。

( 2 ) 

い勺ほ。う，農業l乙関しでも，大規模な悶営土地改良事業，開拓パイロット事

業を始め，農業樟造改善事業にいたるまで，大小さまざまの計両が樹立され実

塩されてきた。これらのプロジェクトは，いずれも理念的には農業近代化によ

る農業生産性心向ーヒときち;こ辻白立経営農家の育成を円的としているといって

よい。ところが現実にこれらの事業の実記状況をみると，特に都中.北・工業化

の進展しつつある地域の場合，本来の門的とはかなり異なつだ効果が生じてい

る事訓が少なくない。だとえば，本来農業用水の確保を主目的としていた民営

の大規模濯排水事業が，実際には工業mせくや都市上水道の丹j水諒として大きな

期待をかけられていたり，果樹作の振興をね込いとして国営聞折ノ守イロット事

業で造成された土地が，いつしか将来の宅地化を予定している非農家の手に渡

っていたり，広域営農rJl地造成のための先行的基盤整備として建設された道路

が工業mあるいは一般道路として利舟され，営農団地づくつはさっばり進まな

かったり，置場整筒が実施されだとたんに工場Hl同地に転用されたり，あるい

は，初めから将来の宅地北を志図して関場整掃を行なうといった事部は，しば

しばみられるところである。

このような現象の生じている原民として誌いろいろの点が考えられるが，こ

れらの農業的諸趨策が，少なくとも，理念的には農業プロバーの視点のみにも

とづいて実施され，対象地域の経済的・社会的条件の変化の趨勢を十分に把握

していないこと，また，地域内部の関係者，とくに地元市町村や関係農家の意

向について十分な配患を払っていないことにもとづくところが大きいように思
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われる。 さらに，現行制度では，主として司の行政機関心いわゆるミ縦割り行

政ミのために，実際には地域の経済的・社会的条子干の全{本と密接にかかわりあ

っている各撞のιF主がノイラパラ;こ実施され，地域開発のための総合的宇業ある

し〉。

いは多u的事業として行ないえないところに摂本的な問題があるωかもしれな

r1J村振興法 (IIH手fJ40q:)や過疎地域対東緊21JiiiU去 ¥nsn145¥1つにもとづ

く諸抱策は応fI12了、としては各種 'nJí~ω総合的対策を掲げているが，実際;こ

はトう}なfP55長をあげるにはうfっていない3

( 3) 

昭和146{じに制定されだ「E21寸地域工主導入促進法J は~村地域{こ工菜を導

入することによって， 工えの iifii宅地誌からの分散を iまかるとともに，農業従 'r~

苫の工業への記JlJを促進し， それを通じて農業構造の改善をもはかるための諸

出策をJli じようとするもωで ~Cωぷ味では， 工主政策，民主政手:および医JIJ

政策の 3つの分野にまだがる多Llr自立法であるといえよう。 しかし， 1児ゾミ;ここ

の法律;こもとづい℃行なわれる議施誌が， J--.J占ω11的を呆?こしうるかどうかと

いう点{こついてはしばらくじ¥Jわないとしても L後述参jEi)，こジノjLfFiこは， :;2

1:、;心地域社会づくりに対する記主主が全くなされ三いないっ まアニ， J}UU1~1 会;こ七三

r-=仁和!f f¥ie lf'I法案Jは，単に過密地帯からの工場分散だザでな

それを受け入れる地域ω環境笠備を1Jなうことによ勺て，ュ長ω導入と地

域社会開発とを!日JI存;乙行なってゆこうとする点で，従来ω単なる工芸開発泡!Xj

ii;されJている

/ 
¥， 

:こ比べると一一歩前進したもωといえるが， -Eω内容においては抜然として，

場の分散の挺進が擾先しており， まだ地域の民主とジJ関係;こは全くふれられ三

いない。

つぎに，いわゆる地域計両立法についてみてみよう。 「都市計画法」は無秩

序なdj街化を防止し，計!flJirちな，fj面化をはかるために都市計Ill]j地域をdi{l'j化ば

域と市住i化調整[ま域{こ二分し， 前{i-江市街北を促進するが後者はむしろ一部lfi的

開発を規制しようとするものである。 di街花調整区域の大部分は， この主主ωi1之

初に述ベアこ農村地主主に!話しているが， di街(訂正域のなかにも現在農地として手IJ

mされている土地があり，農家一一一そ心なかには蔀dj ，iJr郊の仔手!j性を和ぼして

農地の高度手IJj日による高収益経引を'はなんでいるいわゆる企主的農家も少なく



- 88ー 神戸大学農業経済

ない一ーが存在している。この法律では都市討酒の基本理念、のひとつとして「

震業漁業との韓全な調和を国るjことを掲げてはいる。しかし現実には， Ih街

化区域内の農地はできるだけ早急に市街地とすることが意図され，そこでの農

業は必要なしと考えられている。いわば，市街化区域に関するかぎち，都市と

農業とは全く相反するもの，再立しえないものという話提足立っているのであ

る。都市のなかでの農業あるいは農地のもつ意味といった観点は全く無視され

ているといってよい。 rn街化講整豆域についても，その性格はきわめてあいま

いである。すなわち，現状では[市街化を抑制すべき地域jとなされてはいる

もののその性格誌不明確であって，そのなかに法，将来の市街化にそなえての

「予備地域的jなものと，将来ともTfj街化を抑制をすべき「保存地域的jなも

のとの双方が含まれているのである今

しかも，市街化区域のいわゆる「線引きjにさいしては，制度己主公聴会の

開擢，計調案の縦覧と意見書の提出等，いちおう地域住民の意克を反映する措

置が規定されているものの，現実には住民特に農地所有者である農民に対する

十分な情報の提供とその理解なしに線引きがなされだ場合が少なくないっ現在

問題になっている市街化区域内の農地に対する宅地なみ課税度対運動の生じた

一因は，このような事情にあったと思われる。

都市計画法が都甫サイドからする領土宣言であったのに対して. I農業振興

地域の整掃に関する法律J (農援法〉は農業サイドからする領土宣言であった

といわれている。乙の法律によって農業振興地域に指定された市町村は農業振

興地域整描計画を策定することを義務づけちれ，特にこの計画のうちの農用地

利用計画が決定されると，その区域内の土地利用に関して一定の規制がなされ

るようになる。

ところで，都市計画法や農振法にみられる土地利用計画とそれに基づく規制

措量 (zoning) は，土地の無秩序なスプロール化を防止し，計画的・効率的な

土地利用をはかろうとするものであって，そのかぎりでは地域誌発上必要な握

策であるといってよい。しかし，農業と工業・住宅あるいは農村と都市という

観点からすれば，このようなゾーニングが，地域全体の発展一一特に住民の福

祉を中心とした一ーに関して十分なま墨なしに行なわれるならば，かえって問

題を生ずるといわなければならない。この点については，さらに後に指描する

であろう。
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( 4) 

現在進められている豊村地域の地域開発が地域岳民一ーその大部分は農民

ーの志向を必ずしも反映していないことについてはすでに述べだ。と乙ろで

農民は地誌開発;ζついてど白ように考え，どのように対応しているのであろう

か。 I住民主体の地域開発Jということがしばしば唱えられているが，この点

を解明することなしには，単なるお題日;こ終ってしまうであろう。

地域開発に対する農民の志識と行動は，当紫その地域のおかれている環境条

件，階層，年令等によって異なっており，一律に定式叱しえない。しかし，筆

苫の行なっだ近畿地方一一特に兵車京一一ーを中心とするいくつかの農村での志

満謂査の結果からすれ;乙次のような点が指摘されよう。

( 1 )米の生産調整，農産物の貿易自出化等農業をめぐる官勢が深刻化する

につれてJ;!!民の自己の農業経営の将来に対する不安誌増大しつつある。農業

経営の脱出大によって所得の E昇をはかろうとする農民は，規模一一特に農

地の規模一一一拡大のだめの条件がそなわっていないことと，農産物価格の蕗向

が不確実であることのために，既;乙桔当の経営境模iこ達しており，しかも経営

能力の高い，小数のものに忠られている。大多数の農民は現在既に兼業に従事

しているが，少なくともここヨ分の関は，農業は現状を維持し兼業収入の安定

と増大とをJE:図しているとい勺てよい。このような多数派農民にとっては，工

業叱を中心とする地域開発は，それがこれらの畏民iことってより存和な雇用機

会を創出するかぎり望ましいものとして受取られている。特に，自家から短時

間で通勤可能な安定した雇吊機会がないため，都市への長期毘出稜ぎを余{義な

くされている農民にとっては，出稜ぎが家庭生活に与えている多くのマイナス

彩響のだめに，近隣に雇用機会の創出されることへの期待は大きいといってよ

い。列車・マイクロパス等による長時間通勤を余儀なくされている農民につい

てもこのことは妥当するであろう。

いっぽう，農村地域正一般的にみられる現象のひとつは，薪規学卒者を中心

とする若年労動力の流出である。このことが大きな原国となって多くの農村地

域では顕著な人口減少額向がみられる。農民はこのような若年居の流出に対し

ても深刻な不安を抱いている。それはひとつに誌，後継者一一必ずしも農業の

後継者という意味ではなく，広く「家jの後継者一一ーがいなくなることへの不
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安であり，もうひとつ誌人口減少と老令化現象とによって地域社会そのもむの

存続が危まれることに対する不安である。したがって，青年層が地域内;ことど

まちうるような雇用機会の創出と都市的環境の整備をもたらすような地域開発

は，地元農民によっても期待されている。

農村地域工業導入提進法などで意図されている農村地域への工業導入は，上

に述べたような農民の期待にこたえるものであるかぎち農村にプラスの効果を

もたらすものであろう。しかしながら，農村への工業導入が地域農業の講造改

善に大きく貢載するという考え万Zは疑問が生ずる。第 1t乙，農村地域への工

業導入は，先にみたような現在すでに兼業に従事しているが，その雇用先が不

安定であったり，通勤不可詑またi立国難を感じている人々の産用の安定化には

役立つであろうが，現在主として農業に従事している人々，特に中高年層の転

業による脱農化をもたらすほどには大きな効果をもちえない。なぜなら，現在

まで農業に従事している特に中高年層の人々拡工業労欝に関しては未熟練労働

者であり，かりに職業言!I練を行なったところで，工業で現在以上i乙高い報酬を

えちれる可能性は小さいといわなければならない。しかも発震的な工業であれ

ばあるほど，いわば「知識集約型」の万向をめざしており，したがって若年の

覆秀な労働力を求める傾向が強いであろう。農業に従事する中高年麗に対して

は，むしろかれらの農業に関する経験，知識，能力を空かしながら，同時に農

業の近代化をも促進するような方策が講じられなくてはならない。農業の近代

化にとって，現在の中高年層は邪麗になるから工業でその雇沼の吸収をはかる

というのはいささか安易な発想である。第2，乙工業が導入され，議業農家の

農外雇用がふえたとしても，それが直ちに，兼業農家の脱農往一→その経営耕

地の流動化-→専業農家む規模長大というプロセスを促進するとは患われな

い。特に米プラス兼業というノマターン誌現在多くの農家にとって最も安定した

経営形態である。米作技術の進歩によって，米は相当の規模まで，兼業の余暇

を利用して生産する乙とが可能となった。なる沼ど兼業農家の米作は，主として

その規模に比べて多額の機械投資がなされている乙とにもとづく裳却費の上昇

のために決してその収益性は高いとはいえない。しかし，余暇労動の利沼機会，

あるいは他に有利な雇用機会をもちえない中高年層の労働力の利用の場として

考えるとき，兼業震家の米作は存続する理由をもっといわなくて誌ならない。

しかも，米を作ることは兼業農家にとって，一種の土地資産管理の手段と考え
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ちれている。それ以外にも伝統的な米っくりへの執着といった心理的要国も

考えられよう。したがって，米舗の大幅な下落による収益性の低下または余暇

に対する選好のいちじるしい増大がなし功〉ぎり，兼業農民は米作を続け農地を

手放そうとはしないであろう。集団的生霊組織を通じての生産規模拡大の試み

も各地でなされているが，現在のところまだきめ手となるもの辻生まれていな

( 2 )地域開発に対する農民の対応を考える場合，かれらの土地所有者ある

い辻土地供給者ーとしての側面がきわめて重要な立味をもっ。農村地域において

手Ij現可能な土地は，公有林野を除けば大部分が農民あるいは農民;こよって構成

されている苦主落によって所有されている。したがって，だとえば工業開発，宅

地開発あるいはワクリエーション開発を行なおうとする場合，それに必要な土

地誌所有者?こる農民あるいは部落によって提供されなくて誌なちない。こり点

に関しては，農民は地域開発の死金を制する鍵をにぎっているといってよい。

一般的にいって農民の農地に対する執着はきわめて強い。農地培農民にとっ

て生産の場，白己ならび家族の労儀による長益獲得の場で品うるとともに，先祖

伝来の資産であるという観念が強い。したがって，いままでは，なんらかの理

由によって農業を放棄し，その土地を去ちざるをえないといった状況に追いつ

め与れるまでは江三の農地を買却することは少なかった(現在では過疎地帯に

その例がみられる〉。

しかし，いっほ。うにおいて兼業化の進震による農業依百a度の抵 f，他方にお

ける開発の進展による地価の急激な上昇は，農民の土地所有者としての意識・

行動を変えつつある。すでに市街化のいちじるしく進んだ地域では，小数の専

業的・企業的農民を捻いては，農民は農業者として心性格をほとんど喪失し，

地主としての性格をより強くもつようになってきている。したがって，地揺が

仁昇して，そむ売却代金の利子校入が農業から期待される地代部分より大きい

と判断されるときは農地を買却する。また，農地買却代金で，投棄を目的とし

た代替地を購入している事例も多い。さろに，一部の農民は，自己の土地を利

用して貸家・アパート経営を行なう一一一これらの業種は特加の経営語力を必要

としないという意味で，農民にとって比較的転換しやすい業種である一一。現

在農地として保有している場合でも，それi主将来の地価の上昇を期待しての[

値上りまち」的保有である。i!i街化区域と市街化調整区域との線引にさいして，
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布告化区域への編入を希望した農民が多かったことは一一前述したように十

分な情報が与えちれていなかったという点があるにせよ←調整区域正編入

されることによって開発が規制され，農業以外の自由な土地利患ができなくな

り，地部む上昇がおさえられることをおそれたためであろう。したがって，市

街化地区内の農地のー売り慢しみ、をチェックすることをひとつの温いとした

市語化区域内農地の宅地なみ課税に対する反対運動に弘一一前述したように都

市計画法そのものが多くの問題点をもっていると誌いえ一一農民のエゴイズム

的要素の含まれていることは否定できないであろう。

いっほ。う，農村地域の農民の場合には，地主的性格も強まりつつあるものの

農民的性格もなお強く残っている。したがって農地に関しては，できるだけ現在

の規模を誰持しようとする。やむを得ず農地を売らなくて誌ならないときでも，

最抵限自給用の米が確保される程変の農地は残しておこうとする一一このこ

とは前に述べた兼業農民の米作についてのピヘイビアとも関連する一一。した

がって開発呂的のための土地買収に対する農民の抵抗は一般;こきわめて強い。

これらの抵抗は，買収価格の引き上げを意図しての抵抗一ーもちろんその要素

が皆無だとはいえないが一ーというよりも.農地を失なうこと i乙よる生活の不

安がその基盤になっているとみるべきであろう。しかし出林特に雑木林に関し

てはやや事情が異なる。いわゆる燃料革命によって，薪炭の需要がいちじるし

く抵下し，農家でさえほとんどプロパンガスが普及している現在，雑木林が農

家む所得および生活に対しでもつ意味はいちじるしく減退し，その利用描績は

抵下した。ところが，最近では，このような山林に対する宅地， リクエーショ

ン黒地(ゴ、ノレフ場，セカンドハウス用地，総合レジャーランド用地等)を目的

とする需要が急激に高まりつつある。特に，高速自動車道等の語通によって，

都市とり自動車による時間距離の短縮された地域においてこむ現象は特にいち

じるしし大小の民間デベロパーの進虫がみるれ，なかには数百ヘクタール迄

及ぶ山林の買収が進めちれている事例もある。 そのため，こういった地域の

地植は急速に上昇しつつある。このような山林の所有者である農民あるいは部

落は，いままで思いもかけなかったような地価上昇による現金収入獲得機会の

魅力と，デベロバーの巧妙な説得とによって，割合に簡単に山林を売却してい

る場合が少なくない。しかし，現状をみると，農民は一時的に現金を手に入れ

でも，そのかなりの部分誌家屋の増改築とか酎久消費坊の購入等に支出されて
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おり，永続的な所得増大にはつながっていない。結居，開発による利益の大部

分はデベロパーに帰属することになる。まだこのような開発が，農村地域の恵

まれた自然環境を破壊し，健全な地域社会づくりにマイナスの効果を及ぼ、して

いる事例も少なくない。

〈付記)本稿は，筆者の参加したいくつかの農村地域の開発に関する調査の体験からえら

れた問題点を，まず覚書の形でまとめておくことを意図したもので、あって，いまだ体

系的に論述する段階に至っていない。なお，地域環発と注民参加，地域開発と自治体

の対応，地域開発と農業生産および経営の対応，地域開発と農協といった残された問

題については，干高を改めて述べることとする。


